[bookmark: _Hlk135751501]令和５年度京都市はぐくみ未来応援事業「地域の子育て支援応援型～きょうはぐふぁんど」
助成対象団体応募申請書

	（あて先）　京　都　市　長
	　　　　　　　　　年　　　月　　　日

	申請団体の主たる事務所の所在地
〒
京都市　　区

	申請者団体の名称及び代表者名


　　　　　　　電話　　　
（担当者名　　　　　　　　　　　　　　）



　標記事業の助成対象団体として応募します。
	団体の実施する事業区分（いずれか一つにチェックを入れてください）
	□　京都市地域学童クラブ事業補助要綱に基づく補助金の交付を受けている団体
□　京都市子どもの居場所づくり支援事業補助金交付要綱の補助要件を満たす団体
□　子育て世帯への食品配送事業を実施している団体

	実施する取組の名称
	


	取組の実施（予定）時期※１
	
　　　　年　　　月　　　日
～　　　　年　　　　月　　　　日


	実施する取組の概要
	












	助成を希望する理由
	











	目標額及び最低基準額※２
	
目標額：

最低基準額：


	実施する取組の収支予算内訳

	収入
	支出

	内容
	金額
	内容
	金額

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	広報や使途報告の手法
※３
（できる限り具体的に記載してください。）
	












【確認事項（該当する項目にチェックを入れてください）】
□　地域の子育てを支援する取組について、１年以上の実績があります。
□　過去３年間に京都市から行政処分を受けていません。
□　京都市競争入札等取扱要綱及び京都市競争入札参加停止取扱要綱に掲げる参加停止の要件に該当する行為を行っていません。
□　暴力団員等又は暴力団密接関係者ではありません。
【添付書類（すでに京都市に提出いただいている場合は不要です）】
□　団体の定款等の規約
□　暴力団員等又は暴力団密接関係者でないことに係る誓約書

【助成金の交付について】
※１　助成事業年度は、原則令和６年度とし、助成時期は令和６年度以降かつ助成事業終了後とします。ただし、令和５年度を助成事業年度とする必要がある場合は、寄付募集期間を令和５年１２月中とし、令和６年３月に助成することができます。
※２　助成額は、貴団体を選択してされた寄付額のうち９割の額と助成事業年度に子育て支援団体が実施した特色ある取組等の実施に要した額の小さい方とします。目標額を超えても取組に要した額の範囲内で助成します。ただし、最低基準額を下回った場合、本事業に関し不正があった場合、助成を希望する取組をしないことになった場合などは、全額を子ども若者はぐくみ事業基金として積み立て、本市の子育て施策のために活用することとします。なお、助成の交付を受けるためには、助成事業実施年度の３月１日までに交付申請兼実績報告が必要です。
※３　助成対象団体に選定された場合、自ら積極的に発信し、寄付を募集していただきます。
